
女性に対する暴力防止の
相談室
すてっぷ

すてっぷ2023

HP

ポスター・パネル展

毎年11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。
配偶者からの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアルハラスメント、ストーカー
行為や人身取引等、女性に対する暴力は女性の人権を侵害するもので、決して
許される行為ではありません。
暴力を受けていい人はひとりもいません。

主催：とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ
（指定管理者：一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団）
〒560-0026 豊中市玉井町1-1-1-501　エトレ豊中５階
http://toyonaka-step.jp/

問い合わせ：すてっぷ相談室
06-6844-9739

月～金 9:00~20:00
 土 9:00~17:00 
（水・日・祝日除く) 

会場にはポスターやパネルの他、クリスマスツリーを設置しています。
「暴力にＮＯ！」というあなたのメッセージをパープルリボンに載せて
ツリーに飾ってください。
たくさんの声でツリーが埋め尽くされようにぜひご来館ください。

配布期限：2023年11月30日

期間：2023年10月12日(木)～11月30日(木)(水曜除く）

時間：9:00～21:30 (最終日は～12:00)

会場：すてっぷ多目的コーナー
（阪急豊中駅前 エトレ５階）


